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精神障がい者への自立支援医療費の所得区分判定誤りについて 

 精神通院医療の支給認定において、可児市が受給者の所得区分の判定を誤って県に

報告したため、誤った自己負担上限額が記載された受給者証を県が発行していたこと

が判明しました。 

 可児市が対象者（２名）に対して謝罪をするとともに、うち過大給付となった１名

に過大給付分の返還を依頼しました。 

 

記 

 

１ 受給者証記載内容（自己負担上限額：月額） 

  【誤】２,５００円 ⇒【正】５,０００円 

２ 原因 

  社会保険被保険者の扶養家族の保険証を所持している方の自己負担上限額の判定

に際しては、被保険者が非課税の場合は、受給者本人の収入により判定すべきと

ころ、誤って被保険者の収入で判定したため。 

３ 影響の範囲 

  ２名（可児市在住） 

  対象期間（最大） 令和６年５月１日から令和７年３月３１日まで 

４ 過大給付額 

  １名 ８,２７０円 

５ 経緯 

・令和７年 １月：可児市より県に対して判定誤りがあった旨の報告 

・     ３月：可児市が対象者２名に謝罪し、４月以降の正しい受給者証を交付 

・    １０月：可児市がうち１名に対し、過大給付分の返還を依頼 

６ 再発防止策 

判定業務を行う市町村に対して、文書や担当者説明会にて適正な事務の実施について注意   

喚起を行います。 



 

 

【制度概要】 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援

法）に基づく医療費助成制度 

・統合失調症などの精神疾患の治療を継続的に必要とする方について、所得区分に応

じ、通院にかかる医療費の自己負担額を軽減（入院医療費は対象外） 

 

【申請・認定の流れ】 

・申請窓口は市町村 

・市町村は申請書等を確認。所得区分（自己負担上限額：月額）を判定し、申請書に

記載したうえで、県に申請書を送付 

 ・県は支給認定を行い、受給者証を発行。市町村を通じて申請者に受給者証を交付 

 

 

 


